
平成２３年４月１日 

豊田市役所保育課  

保護者の皆様へ 

 

平成２３年度私立幼稚園授業料減免制度（就園奨励費）について（案内） 

 

 豊田市では、所得状況に応じた保護者の経済的負担の軽減と、公・私立幼稚園間の保

護者負担の格差是正を目的に、幼稚園が授業料の一部または全部を減免する場合に、そ

の減免分を補助しております。また、この補助には国の幼稚園就園奨励費補助金も交付

されています。授業料の減免額は、保護者の市民税所得割課税額によって変わってきま

す。その判定を市役所保育課で行うため、下記のとおり書類を幼稚園へ提出していただ

きますようお願いします。 

記 

１ 提出書類 

 別紙「授業料減免に関する調書（兼代理権授与通知書）」に必要事項を記入のうえ幼稚

園に提出してください。提出のない場合は、裏面「減免金額一覧」の“Ｈ”として取り

扱いますので、ご承知おきください。また、市保育課が所得状況を確認することに同意

できない場合は、提出していただく必要はありません（この場合も“Ｈ”として取扱い

ます）。 

なお、平成２３年１月１日以降に市外から転入された方や平成２２年中に海外での勤

務があった保護者がいる場合等は、平成２３年度市民税の所得割課税額が分かる書類や

勤務先からの所得を証明する書類が必要となる場合があります。該当する方には、７～

８月頃に幼稚園を通じてご連絡いたします。 

 

２ 提出期限・提出先 ４月２８日（木）までに各幼稚園へ 

※提出期限を過ぎて提出された場合は、市民税情報を反映した補助金の適用は、提

出月の翌月以降となる場合があります。 

 

３ 注意事項 

 ・減免額がいくらになるのかお知りになりたい場合は、６月頃に勤務先または市役所

から配布される特別徴収税額通知書または納税通知書に市民税所得割額が記載され

ていますので、その額を裏面の階層に当てはめ、確認してください（保育課へお問

い合わせいただいても、お教えすることはできません）。 

・「市民税所得割課税額」は、当該年度における園児の父母の所得割額の合計額です。

父母の当該市民税算出年分の合計収入額が 200 万円未満のとき（片親の場合は 180

万円未満）で、同収入額が 180 万円を超え、同一地番に居住する直系血族及び園児

の兄姉がいる場合は、そのうち最も市民税所得割額の高い者を算定に加えます。 

・所得税で控除しきれない住宅借入金等特別控除を市民税所得割額から控除されてい

る方につきましては、控除の適用前の額で判断します。 

・年度途中に世帯状況の変化等により世帯の所得状況が変わった場合は、減免金額が

変更となる場合がありますので、すみやかに幼稚園にご連絡ください。 



◇減免金額一覧◇ 

                       （月額） 

①兄・姉がいない場合及び未就学児の場合 

第１子 第２子 第３子以降 階層 

満３歳、３歳児 ４歳、５歳児 満３歳、３歳児 ４歳、５歳児 満３歳～５歳児

Ａ １８,６００円 １８,６００円 ２２,０００円 ２２,０００円 ２５,２５０円

Ｂ １６,１００円 １６,１００円 ２０,７５０円 ２０,７５０円 ２５,２５０円

Ｃ １６,１００円 １６,１００円 ２０,７５０円 ２０,７５０円 ２５,２５０円

Ｄ １４,７２０円 １３,７２０円 １７,２５０円 １７,２５０円 ２５,２５０円

Ｅ ９,１００円 ９,１００円 １７,２５０円 １７,２５０円 ２５,２５０円

Ｆ ９,１００円 ９,１００円 １７,２５０円 １７,２５０円 ２５,２５０円

Ｇ ４,９５０円 ７,５００円 １４,５９０円 １４,５９０円 ２５,２５０円

Ｈ 
（授業料）-10,650 円

上限 ４,９５０円

（授業料）-7,100 円

上限 ７,５００円
（授業料）－5,320 円

上限 １０,２８０円

（授業料）-3,550 円 

上限 １１,０５０円 
２５,２５０円

 

②兄・姉が小学校１～３年生の場合 

第２子 第３子以降 階層 

満３歳、３歳児 ４歳、５歳児 満３歳～５歳児

Ａ ２０,３４０円 ２０,３４０円 ２５,２５０円

Ｂ １８,５００円 １８,５００円 ２５,２５０円

Ｃ １８,５００円 １８,５００円 ２５,２５０円

Ｄ １４,７２０円 １３,７２０円 ２５,２５０円

Ｅ １３,２５０円 １３,２５０円 ２５,２５０円

Ｆ １３,２５０円 １３,２５０円 ２５,２５０円

Ｇ ９,２５０円 ９,２５０円 ２５,２５０円

Ｈ 小１～３の子をカウントしないで①欄で算定 

 

階層 Ａ 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 

   Ｂ 当該年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯 

   Ｃ 当該年度に納付すべき市民税の所得割額が非課税となる世帯 

   Ｄ 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が 16,500 円以下の世帯 

   Ｅ           〃           28,500 円以下の世帯 

   Ｆ           〃           34,500 円以下の世帯 

   Ｇ           〃          183,000 円以下の世帯 

   Ｈ           〃          183,000 円を超える世帯 

 

※１ いずれの場合も、幼稚園の授業料を超える減免（補助）はできません。最高でも授

業料と同額となります。また、小学４年生以上の兄・姉はカウントしません。 

※２ 階層Ａ～Ｇについては、国からの補助金が含まれています。 

※３ 減免額の支給方法は各幼稚園で異なります。 

 

 

＜お問合せ＞ 各幼稚園または豊田市役所保育課 支援担当 

                電話 ０５６５－３４－６８０９ 


